
大臣許可 をお持ちの建設業者のみなさんへ 

許可・経審に係る 

     書類提出先が変わります！ 

問合せ先：建政部 建設産業課 建設業係 または 資力確保指導係   

電話 ０２２－２２５－２１７１（代） 

 「建設業許可申請書・変更届出書」「経営事項審査申請書」 
は、全て東北地方整備局へ直接郵送又は持参してください。 

 

郵 送 先 

■ 東北地方整備局管内（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島各県）のいずれかに 

  主たる営業所を有する大臣許可業者の方が対象です。 

■ 受付印（受理印）の押印が必要な場合、ＦＡＸ返信にて対応いたします。 

    （ＦＡＸ返信用の様式はホームページに掲載しております） 

■ 詳細は、東北地方整備局ホームページをご確認ください。 

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/ 

 

〒980-8602 

 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 仙台合同庁舎Ｂ棟 

  東北地方整備局 建政部 

       建設産業課  行 

＜建設業許可申請書／変更届出書／経営事項審査申請書 在中＞ 

必ず記載のこと 

  そ の 他 

  申請者 

 

    最寄りの県＜経由＞  

 

   国（東北地方整備局） 

   申請者 

 

          

 

   国（東北地方整備局） 

 これまで    R2.4.1～ 

※県経由を廃止 



〒980-8602

仙台市青葉区本町3-3-1　仙台合同庁舎B棟

 　東北地方整備局　建政部　建設産業課

（代）

　

◆

◆ 受付印（受理印）押印用として、社印・代表者印の押印がなく、かつ担当者名の記載のない

申請書（鑑）を１枚提出願います。【FAX誤送信による個人情報等の漏洩を防止するため】

ＴＥＬ

事業者名

担当部署

ＦＡＸ

 Ｆ Ａ Ｘ 送 信 票

書とあわせて提出いただくようお願いいたします。

ＴＥＬ ： ０２２－２２５－２１７１

ＦＡＸ ： ０２２－２２７－４４５９

この度、提出のありました 　について、

＜発信年月日＞

＜発信枚数＞

令和　　　　年　　　　月　　　　日

本紙（送信票）含み　　　　　　枚

＜発信者＞

受付印（受理印）を押印した控えの送信を希望する場合は、下記連絡先を記入の上、申請

経営事項審査申請書

建設業許可申請書

受付印（受理印）を押印した控えを、別添のとおり送信いたします。

変更届出書



 

 

国 土 建 第 3 2 4 号 
令和元年 11 月１日 

 
建設業者団体の長 殿 
 
 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長       
 
 
 

国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る 
都道府県経由事務の廃止について（通知） 

 
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」（令和元年法律第 26 号）が令和元年５月３１日に成立し、令和２年４

月１日より施行され、令和２年４月１日以降、国土交通大臣に提出する許可申請書そ

の他書類で国土交通省令で定めるものについては、都道府県を経由して地方整備局等

に提出する義務がなくなります。 
他方、「平成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成 30 年 12 月 25 日

閣議決定）において、「申請手続が電子化されるまでの間において、都道府県が希望す

る場合には、都道府県を経由して国土交通大臣に提出することも可能とする」とされ

ており、経由を希望する都道府県（別紙１参照）に主たる営業所を有する建設業者は、

引き続き許可申請書その他書類を都道府県を経由して、地方整備局等に提出すること

ができることとされております。 

経由事務の廃止に係る事務の取扱いを下記の通り通知いたしますので、貴団体にお

かれましては、傘下の建設業者に対し、本通知の内容について周知徹底を図っていた

だきますようお願いします。 

 
記 

 
１．経由事務の存続を希望しない都道府県に主たる営業所を有する建設業者は、令和

２年４月１日以降、以下の書類について当該都道府県を管轄する地方整備局等へ直

接、郵送又は持ち込みにより、書類を提出すること。 
 
 
  ・建設業許可申請書及びその添付書類（建設業法第５条、第６条及び建設業法施

行規則第２条、第３条、第４条、第５条関係） 
 



 

 

 
  ・変更・廃業等の届出書及びその添付書類（建設業法第 11 条、第 12 条及び建設

業法施行規則第７条の２、第８条、第９条、第 10 条関係） 
  ・経営規模等評価申請書及びその添付書類（建設業法第 27 条の 26 第２項、第３

項及び建設業法施行規則第 19 条の６関係） 
  ・総合評定値の請求書及び経営状況分析の結果の通知書（建設業法施行規則第 21

条の２第２項関係） 
   
 
２．経由事務の存続を希望する都道府県に主たる営業所を有する建設業者は、令和

２年４月１日以降も、１に掲げる書類について、従来どおり都道府県を経由して、

地方整備局等に提出すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
（別紙１） 
 

令和２年４月１日以降の各都道府県の経由事務の存廃の状況及び 
許可申請書その他書類の提出先 

 

経由事務の存廃 経由事務の存廃 提出先

北海道 廃止 北海道開発局 滋賀県 廃止 近畿地方整備局

青森県 廃止 東北地方整備局 京都府 廃止 近畿地方整備局

岩手県 廃止 東北地方整備局 大阪府 廃止 近畿地方整備局

宮城県 廃止 東北地方整備局 兵庫県 廃止 近畿地方整備局

秋田県 廃止 東北地方整備局 奈良県 廃止 近畿地方整備局

山形県 廃止 東北地方整備局 和歌山県 廃止 近畿地方整備局

福島県 廃止 東北地方整備局 鳥取県 廃止 中国地方整備局

茨城県 廃止 関東地方整備局 島根県 廃止 中国地方整備局

栃木県 廃止 関東地方整備局 岡山県 廃止 中国地方整備局

群馬県 廃止 関東地方整備局 広島県 廃止 中国地方整備局

埼玉件 廃止 関東地方整備局 山口県 廃止 中国地方整備局

千葉県 廃止 関東地方整備局 徳島県 廃止 四国地方整備局

東京都 廃止 関東地方整備局 香川県 廃止 四国地方整備局

神奈川県 廃止 関東地方整備局 愛媛県 廃止 四国地方整備局

新潟県 廃止 北陸地方整備局 高知県 廃止 四国地方整備局

富山県 廃止 北陸地方整備局 福岡県 廃止 九州地方整備局

石川県 廃止 北陸地方整備局 佐賀県 廃止 九州地方整備局

福井県 廃止 近畿地方整備局 長崎県 廃止 九州地方整備局

山梨県 存続 山梨県 熊本県 廃止 九州地方整備局

長野県 廃止 関東地方整備局 大分県 存続 大分県

岐阜県 廃止 中部地方整備局 宮崎県 廃止 九州地方整備局

静岡県 廃止 中部地方整備局 鹿児島県 廃止 九州地方整備局

愛知県 廃止 中部地方整備局 沖縄県 廃止 沖縄総合事務局

三重県 廃止 中部地方整備局

都道府県 提出先 都道府県
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